
第２３期第７回福岡県豊前海区漁業調整委員会次第 

 

 

１ 日 時  令和８年３月１１日（水） １４：００～ 

 

２ 場 所   豊前海水産会館 

（京都郡苅田町磯浜町１－２－６ TEL ０９３－４３４－１７０４） 

 

３ 議 題 

（１）福岡県から山口県へ入漁するいかかご漁業と、山口県から福岡県 

  へ入漁するこち建網、きす流し刺し網漁業について（報告） 資料１ 

 

（２）豊前海区における知事許可漁業の新規許可に係る制限措置等につ 

いて（諮問） 資料２ 

 

（３）漁業法第９０条第２項に基づく資源管理の状況等について（報告） 

 資料３ 

 

（４）なまここぎ網漁業について（報告） 資料４ 

 

（５）その他 

 

 



福岡県から山口県へ入漁するいかかご漁業と、山口県から福岡県へ 
入漁するこち建網、きす流し刺し網漁業について 

 
 
 厚狭

あ さ

地方漁業共励会※では、昭和３０年代から福岡・山口両県の行政立ち合い

の上、入漁隻数、操業期間、その他操業上の問題等について話し合いが行われて

いる。 
 令和８年１月２７日に書面開催された共励会において、両県漁業者の合意に

基づいて、令和８年漁期の両県入漁について、次のとおり決定された。 
 
 
（１）福岡県から山口県への入漁 
  ア いか巣網漁業（いかかご漁業） 
   ① 入漁隻数 １００隻以内 
   ② 漁業時期、操業区域  昨年同様 
 
 
（２）山口県から福岡県への入漁 
  ア きす流し刺し網漁業 
   ① 入漁隻数 １２隻以内 
   ② 漁業時期、操業区域  昨年同様 
  イ こち建網漁業 
   ① 入漁隻数 ６８隻以内 
   ② 漁業時期、操業区域  昨年同様 
 
 
 
 
 
 
※厚狭地方漁業共励会・・・山口県の漁業者により構成された団体 
（福岡県漁業者の意見は、事前の調整会議出席やオブザーバー参加により反映） 

資　　料　　１

（第２３期７回豊前漁調委）

（令和８年３月１１日）
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資　　料　　２

（第２３期７回豊前漁調委）

（令和８年３月１１日）



漁業法第５８条において読み替えて準用する同法第４２条第１項及び福岡県漁業調整規則

第１１条第１項に基づく公示（福岡豊前：県外） 

 

１ 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他制限措置 

漁業種類 漁具の

種類そ

の他の

漁業の

方法 

操業区域 漁業時期 推進機

関の馬

力数 

船舶

の総

トン

数 

許可 
する 
隻数 

漁業を営む者の 
資格 

刺し網漁業 きす流

し刺し

網漁業 

福岡県豊

前海区海

面 

６月１５

日から８

月１５日

まで 

― ― １２ ・山口県宇部市、

山陽小野田市、防

府市に住所を有す

る者 
・関係する漁業権

者の同意がある者 
固定式刺し

網漁業 
こち建

網漁業 
福岡県豊

前海区海

面 

６月１５

日から８

月１５日

まで 

― ― ６８ ・山口県宇部市、

山陽小野田市、防

府市に住所を有す

る者 
・関係する漁業権

者の同意がある者 
小型機船底

びき網漁業 
手繰第

二種え

びこぎ

網漁業 

福岡県豊

前海区海

面 

６月１０

日から翌

年２月末

日まで 

48ｋW 
（調整

15 馬

力）以

下 

5 トン

未満 
上限 
なし 

・山口県宇部市、

山陽小野田市、防

府市に住所を有す

る者 
・山口県において

小型機船底びき網

手繰第二種えびこ

ぎ網漁業の許可を

有する者であっ

て、周防灘三県漁

業協定書等に基づ

いて入漁する者 
 

 

２ 許可又は起業の認可を申請すべき期間 

きす流し刺し網漁業 令和８年４月１７日から令和８年５月１７日まで 

こち建網漁業    令和８年４月１７日から令和８年５月１７日まで 

 えびこぎ網漁業   令和８年４月１０日から令和８年５月１０日まで 
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資　　料　　３

（第２３期７回豊前漁調委）

（令和８年３月１１日）



漁業権に係る資源管理の状況等の報告について 

 

令和８年３月１１日 

漁業管理課漁業調整係 

 

◯漁業権者は、その有する漁業権の内容たる漁業について、資源管理の状況や漁場の活用の

状況について１年に１回以上県知事に報告しなければならない（漁業法第９０条第１項、

漁業法施行規則第２８条第 1 項）。 

 

◯県知事は、報告を受けた事項について、意見を付して１年に１回以上海区漁業調整委員会

に報告しなければならない（漁業法第９０条第２項、漁業法施行規則第２８条第３項）。 

 

◯報告をすべき事項（漁業法施行規則第２８条第２項） 

 １ 漁業権の種類及び免許番号 

 ２ 報告の対象となる期間 

 ３ 資源管理に関する取組の実施状況 

 ４ 操業日数、漁獲量その他の漁場の活用の状況 

 ５ 団体漁業権にあっては、組合員行使者の数及び組合員行使権の行使の状況 

 ６ その他必要な事項 

 

◯豊前海区の漁業権免許状況 

 ・第１種、第２種共同漁業権   ３件 

 ・第１種区画漁業権   ３１件 

 

【参考】漁業権に係る漁業の区分（漁業法第６０条） 

共同漁業 第１種 藻類、貝類等の定着性の水産動植物を対象とする漁業 

（アサリ、サルボウなど） 

第２種 網漁具を固定して営む漁業 

（かご、桝網など） 

区画漁業 第１種 一定の区域内において石、瓦、竹、木等を敷設して営む養殖業 

（のり養殖、かき養殖） 
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令
和

６
年

度
漁

業
権

に
係

る
資

源
管

理
の

状
況

等
の

報
告

（
豊

前
海

区
）

延
べ

行
使

者
数

（
人
）

共
同

豊
共

第
１
号

第
１
,2
種

（
略
）

福
岡

県
、
大

分
両

県
境

界
か
ら

北
九

州
門

司
区

大
字

大
久

保
基

点
2
号
ま
で
の

地
先

豊
前

海
北

部
漁
協

恒
見
、
田

野
浦

団
体

令
和

６
年

度
3
8

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
１
号

第
１
,2
種

（
略
）

福
岡

県
、
大

分
両

県
境

界
か
ら

北
九

州
門

司
区

大
字

大
久

保
基

点
2
号
ま
で
の

地
先

北
九

州
東

部
漁
協

今
津

団
体

令
和

６
年

度
3
7

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
１
号

第
１
,2
種

（
略
）

福
岡

県
、
大

分
両

県
境

界
か
ら

北
九

州
門

司
区

大
字

大
久

保
基

点
2
号
ま
で
の

地
先

曽
根

漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
5
8

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
１
号

第
１
,2
種

（
略
）

福
岡

県
、
大

分
両

県
境

界
か
ら

北
九

州
門

司
区

大
字

大
久

保
基

点
2
号
ま
で
の

地
先

苅
田

町
漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
6
8

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
１
号

第
１
,2
種

（
略
）

福
岡

県
、
大

分
両

県
境

界
か
ら

北
九

州
門

司
区

大
字

大
久

保
基

点
2
号
ま
で
の

地
先

蓑
島

漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
8
2

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
１
号

第
１
,2
種

（
略
）

福
岡

県
、
大

分
両

県
境

界
か
ら

北
九

州
門

司
区

大
字

大
久

保
基

点
2
号
ま
で
の

地
先

行
橋

市
漁
協

稲
童
、
長
井

団
体

令
和

６
年

1
12

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
１
号

第
１
,2
種

（
略
）

福
岡

県
、
大

分
両

県
境

界
か
ら

北
九

州
門

司
区

大
字

大
久

保
基

点
2
号
ま
で
の

地
先

豊
築

漁
協

西
八

田
、
椎

田
町
、

松
江

浦
、
八
屋

団
体

令
和

６
年

度
1
12

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
１
号

第
１
,2
種

（
略
）

福
岡

県
、
大

分
両

県
境

界
か
ら

北
九

州
門

司
区

大
字

大
久

保
基

点
2
号
ま
で
の

地
先

吉
富

漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
9
4

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
２
号

第
１
,2
種

（
略
）

北
九

州
市

門
司

区
門

司
崎

灯
台

か
ら

同
市

門
司

区
大

字
大

久
保

基
点

第
2
号
ま
で
の

地
先

豊
前

海
北

部
漁
協

（
田

野
浦
）

田
野
浦

団
体

令
和

６
年

度
4

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
２
号

第
１
,2
種

（
略
）

北
九

州
市

門
司

区
門

司
崎

灯
台

か
ら

同
市

門
司

区
大

字
大

久
保

基
点

第
2
号
ま
で
の

地
先

北
九

州
市

漁
協

（
旧

門
司
）

旧
門
司

団
体

令
和

６
年

度
1
90

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
３
号

第
１
,2
種

（
略
）

北
九

州
市

小
倉

南
区

か
ら

京
都

郡
苅

田
町
ま
で
の

地
先

豊
前

海
北

部
漁
協

（
恒

見
）

恒
見

団
体

令
和

６
年

度
2

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
３
号

第
１
,2
種

（
略
）

北
九

州
市

小
倉

南
区

か
ら

京
都

郡
苅

田
町
ま
で
の

地
先

北
九

州
東

部
漁
協

（
本

所
）

-
団
体

令
和

６
年

度
7

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
３
号

第
１
,2
種

（
略
）

北
九

州
市

小
倉

南
区

か
ら

京
都

郡
苅

田
町
ま
で
の

地
先

曽
根

漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
1
2

○
適

切
か
つ
有
効

共
同

豊
共

第
３
号

第
１
,2
種

（
略
）

北
九

州
市

小
倉

南
区

か
ら

京
都

郡
苅

田
町
ま
で
の

地
先

苅
田

町
漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
3
8

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
１
号

第
１
種

の
り

京
都

郡
苅

田
町

地
先

苅
田

町
漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
1
5

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
号

第
１
種

の
り

行
橋

市
大

字
蓑

島
地
先

蓑
島

漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
4

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
３
号

第
１
種

の
り

行
橋

市
大

字
蓑

島
地
先

蓑
島

漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
4

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
４
号

第
１
種

の
り

行
橋

市
大

字
蓑

島
地
先

蓑
島

漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
4

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
５
号

第
１
種

の
り

北
九

州
市

小
倉

南
区

大
字

曽
根

新
田

地
先

曽
根

漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
-

-
要

調
査

区
画

豊
区

第
１
０
１
号

第
１
種

の
り

行
橋

市
大

字
蓑

島
地
先

蓑
島

漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
4

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
０
１
号

第
１
種

か
き

北
九

州
市

門
司

区
大

字
喜

多
久

地
先

豊
前

海
北

部
漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
3

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
０
２
号

第
１
種

か
き

北
九

州
市

門
司

区
大

字
伊

川
地
先

豊
前

海
北

部
漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
6

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
０
３
号

第
１
種

か
き

北
九

州
市

門
司

区
大

字
浦

中
地
先

豊
前

海
北

部
漁
協

恒
見

団
体

令
和

６
年

度
-

-
合

理
的

理
由
あ
り

付
近
の
工
事
の
た
め
一
時
操
業
停
止

区
画

豊
区

第
２
０
４
号

第
１
種

か
き

北
九

州
市

門
司

区
大

字
井

の
浦

地
先

豊
前

海
北

部
漁
協

恒
見

団
体

令
和

６
年

度
2

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
０
５
号

第
１
種

か
き

北
九

州
市

門
司

区
大

字
恒

見
地
先

豊
前

海
北

部
漁
協

恒
見

団
体

令
和

６
年

度
5
6

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
０
６
号

第
１
種

か
き

北
九

州
市

小
倉

南
区

井
の

浦
地
先

北
九

州
東

部
漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
-

-
合

理
的

理
由
あ
り

施
設

破
損

区
画

豊
区

第
２
０
７
号

第
１
種

か
き

北
九

州
市

小
倉

南
区

大
字

吉
田

地
先

北
九

州
東

部
漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
1
1

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
０
８
号

第
１
種

か
き

北
九

州
市

小
倉

南
区

大
字

曽
根

新
田

地
先

曽
根

漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
2
6

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
０
９
号

第
１
種

か
き

北
九

州
市

小
倉

南
区

大
字

曽
根

新
田

地
先

曽
根

漁
協

-
団
体

令
和

６
年

度
2
6

○
適

切
か
つ
有
効

区
画

豊
区

第
２
１
０
号

第
１
種

か
き

京
都

郡
苅

田
町

地
先

苅
田

町
漁
協

-
団
体

令
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なまここぎ網漁業の調整について 
 
【なまここぎ網漁業とは】 
・ 小型底びき網漁業（手繰第二種）の一種で昭和５１年から許可。 
・ 操業は昼間行い、網口に張り竹（1.5m 以下）をつけた小型の網を船尾から投

入。網が海底（砂泥地、小石原、瀬縁等）に密着して進むように微速で曳網。 
・ 豊前海の中南部の漁協（苅田町～吉富）で盛ん。 
・ 区画漁業権漁場及び桝網の周囲 50m 以内の区域は操業禁止。 

 
【許可件数と漁獲量の推移】 
・ 昭和５０年代前半は１００件以上。後半になる頃には減少し、４０件前後を

推移。直近１０年では増加傾向（令和７年度６７件） 
・ 一方、直近４年（R３～R６年度）では漁獲量が減少傾向 

 
図１ なまここぎ網漁具図    図２ 直近４年の漁獲量と許可件数 

 
【近年の漁業トラブル】 
・ 令和４年ごろから、なまここぎ漁業者が豊前海北部や苅田の地先でトラブル

を起こしている旨の情報が増加。 
・ 令和５年３月 15 日漁調委で、「藻場がなくなる」「漁具被害がある」と問題

視する発言。 
 
【漁業調整の経過】 
・ 令和６年２月ごろから漁業調整係が各浜を回り、意見聴取。 
・ 令和６年 11 月 14 日、豊前海北部漁協となまここぎ漁業者の間で意見交換

会。操業禁止区域などの自主規制を行うことで合意。 
・ 令和７年 11月７日、豊前海北部漁協となまここぎ漁業者の間で意見交換会。

原則、昨年と同じ自主規制で合意。 
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資　　料　　４

（第２３期７回豊前漁調委）

（令和８年３月１１日）



小型機船底びき網（手繰第二種なまここぎ網）漁業許可方針 

 

１ 制限措置に関する事項 

（１）許可枠及び住所要件 

許可する船舶等の数の上限 住所要件 

なし 

 

北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田

町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉

富町 

 

（２）船舶の総トン数 

５トン未満 

（３）推進機関の馬力数 

１）総トン数２トン以下の漁船 

48kw 以下とする。なお漁船法施行規則の一部を改正する省令（平成十三年農林水産省

令第百五十三号）附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によること

とされる漁船の推進機関を備える漁船は農林馬力調１５以下とする。 

 ２）総トン数５トン未満の漁船 

10kw 以下とする。なお漁船法施行規則の一部を改正する省令（平成十三年農林水産省

令第百五十三号）附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によること

とされる漁船の推進機関を備える漁船は農林馬力調７以下とする。 

（４）操業区域 

  福岡県豊前海区海面 

（５）漁業時期 

１１月１６日から翌年３月１５日まで 

（６）漁業を営む者の資格 

  同一世帯に他種の小型底びき網漁業の許可を受有する者がいない者 

 

２ 許可の有効期間 

５年又は一斉更新までの残存期間とする。ただし、漁業違反が多発する場合等、漁業調

整のため必要な限度において、福岡県豊前海区漁業調整委員会の意見を聴いて、５年よ

り短い期間を定めることがある。 

 

３ 条件 

（１）区画漁業権漁場及び桝網の周囲５０メ－トル以内の区域で操業してはならない。 

（２）日没から日の出までの間は操業してはならない。 

（３）爪又は爪に類似した付具を取り付けてはならない。 

（４）袋網の目合は４．５センチメ－トル以上でなけれはならない。 

（５）ビ－ムの長さは１．５メ－トル以下でなければならない。 

（６）ナマコ以外は採捕してはならない。 
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（７）使用する網漁具は１統でなければならない。 

（８）１１月１６日～１２月２０日の間はあわびを採捕してはならない。 

 

４ 申請者の添付書類等 

（１）適格性に関する申立書（別紙様式第１号） 

 

５ 資源管理の状況等の報告 

 許可を受けた者は、翌月の末日までに報告すること。 

 

  附 則 

この許可方針は令和２年１２月１日から施行する。 

 

  附 則（令和５年１２月１４日改正） 

この許可方針は、次期の許可一斉更新時から施行する。（あわびの採捕禁止期間に関す

る条件（８）の追加） 

 

附 則（添付書類の追加） 

この許可方針は令和７年１１月７日から施行する。 

ただし、４（１）に掲げる添付書類の提出は、令和８年４月１日以降に有効となる許可の申

請に対して適用する。 
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